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１  

○○○○宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設のののの立地立地立地立地のののの誘導等誘導等誘導等誘導等によによによによるコンパクトでるコンパクトでるコンパクトでるコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりの

推進推進推進推進にににに関関関関するするするする条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年宮城県条例第年宮城県条例第年宮城県条例第年宮城県条例第１１１１号号号号））））（（（（抄抄抄抄））））    

 

第４章 宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会 

（審議会の設置等） 

第２３条 知事の諮問に応じ、市町村の区域を超えた広域的な見地による特定大規模集客

施設の立地誘導地域への立地の誘導等に関し調査審議するため、宮城県特定大規模集客

施設立地誘導審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し知事に意見を述

べることができる。 

（組織等） 

第２４条 審議会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、前条第一項に規定する事項に関し優れた識見を有する者その他知事が適当と

認める者のうちから、知事が任命する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第２５条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その

職務を代理する。 

（会議） 

第２６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（運営に関する事項） 

第２７条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 



２ 

審議会審議会審議会審議会のののの所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項    

 

１１１１    特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域へのへのへのへの立地立地立地立地のののの誘導等誘導等誘導等誘導等にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針    

のののの策定策定策定策定・・・・変更等変更等変更等変更等にににに関関関関するするするする調査審議調査審議調査審議調査審議    

（条例第４条第３項）  知事は、基本方針を定め、これを変更しようとするときは、あら 

かじめ、宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かな

ければならない。 

        

２２２２    市町村長市町村長市町村長市町村長のののの申請申請申請申請にににに基基基基づくづくづくづく立地誘導地域等立地誘導地域等立地誘導地域等立地誘導地域等のののの知事知事知事知事のののの指定指定指定指定にににに関関関関するするするする調査審議調査審議調査審議調査審議    

（条例第５条第２項） 知事は、第２条第５号イただし書き又は同号ハの指定をしようと

するときは、あらかじめ、宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議

会及び関係する市町村の長の意見を聴かなければならない。 

 

３３３３    特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの新設届出等新設届出等新設届出等新設届出等にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの意見意見意見意見にににに関関関関するするするする調査審議調査審議調査審議調査審議    

（条例第１２条第２項） 知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又意見

を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、宮城県特

定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かなければならな

い。 

 

４４４４    新設届出者等新設届出者等新設届出者等新設届出者等にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの勧告勧告勧告勧告にににに関関関関するするするする調査審議調査審議調査審議調査審議    

（条例第１３条第２項） 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらか

じめ、宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会の意見を聴かな

ければならない。 

 

５５５５    そのそのそのその他条例他条例他条例他条例のののの実施実施実施実施にににに関関関関しししし知事知事知事知事にににに意見意見意見意見をををを述述述述べることべることべることべること。。。。    

（条例第２３条第２項） 

 


